
JP 2019-62940 A 2019.4.25

10

(57)【要約】
【課題】連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット
を提供する。
【解決手段】連続的な線状滑り止め部を有する運動用マ
ットは、布層、線状滑り止め部および弾性緩衝層を備え
る。線状滑り止め部は所定のパターンを呈するように布
層の第一表面に配置され、かつ布層の第一表面の一部分
を露出させるように布層の第一表面に被さるため、布層
の第一表面は少なく一部分が線状滑り止め部に遮蔽され
ず、露出する露出部になる。弾性緩衝層は布層の第二表
面に被さる。線状滑り止め部は連続的であり、表面に両
側部位が中央部位より高いか、両側部位が中央部位より
低い。布層は第一表面に複数のエリアを有する。複数の
エリアに位置する掌の指部分以外の部位の面積は布層の
第一表面の少なくとも一つの露出部および線状滑り止め
部の一部分に含まれる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　布層、線状滑り止め部および弾性緩衝層を備え、
　前記布層は、第一表面および第二表面からなり、
　前記線状滑り止め部は、幅が一定であり、所定のパターンを呈するように前記布層の前
記第一表面に配置され、かつ前記布層の前記第一表面の一部分を露出させるように前記布
層の前記第一表面に被さることで、前記布層の前記第一表面の少なくとも一部分が前記線
状滑り止め部に遮蔽されず、露出する露出部になり、
　前記弾性緩衝層は、前記布層の前記第二表面に被さり、
　前記線状滑り止め部は連続的であり、表面に両側部位が中央部位より高いか、両側部位
が中央部位より低く、
　前記布層は前記第一表面に複数のエリアを有し、複数の前記エリアに位置する掌の指部
分以外の部位の面積は前記布層の前記第一表面の少なくとも一つの前記露出部および前記
線状滑り止め部の一部分に含まれることを特徴とする、
　連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項２】
　前記弾性緩衝層の材料は熱硬化性プラスチックおよび熱可塑性プラスチックのいずれか
一つであることを特徴とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マ
ット。
【請求項３】
　前記熱硬化性プラスチックはポリウレタン、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステルおよび
フェノール樹脂などのいずれか一つであることを特徴とする請求項２に記載の連続的な線
状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項４】
　前記熱可塑性プラスチックは複合材料からなり、前記複合材料は軟質樹脂および硬質樹
脂の混合によって生成され、前記軟質樹脂の材料は天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、
ブチルゴム、ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリイソブチレンおよびポリエチルブチ
レンなどの少なくとも一つであり、前記硬質樹脂の材料はポリエチレン、ポリスチレン、
ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエステルおよびポリアミドなどの少なくとも一つで
あることを特徴とする請求項２に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項５】
　前記弾性緩衝層は複数の穿孔を有し、前記布層の前記第二表面は一部分が前記弾性緩衝
層の複数の前記穿孔に露出することを特徴とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め
部を有する運動用マット。
【請求項６】
　前記線状滑り止め部の前記中央部位は表面の横断面に起伏があることを特徴とする請求
項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項７】
　前記線状滑り止め部の前記中央部位は複数の凹状模様を有することを特徴とする請求項
１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項８】
　前記線状滑り止め部の表面において前記中央部位は厚さが１ｍｍ以下であることを特徴
とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項９】
　前記布層の前記第一表面において、複数の前記エリア以外の部位に位置する掌の指部分
以外の部位の面積は前記布層の前記第一表面の少なくとも一つの前記露出部および前記線
状滑り止め部の一部分に含まれることを特徴とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止
め部を有する運動用マット。
【請求項１０】
　前記線状滑り止め部は主な成分がシリコーンゴムであることを特徴とする請求項１に記
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載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１１】
　前記線状滑り止め部は相互に交差しない線状を呈することを特徴とする請求項１に記載
の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１２】
　前記線状滑り止め部は相互に交差して複数の交差点を形成することを特徴とする請求項
１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１３】
　前記線状滑り止め部はすべての部位の幅が一致することを特徴とする請求項１に記載の
連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１４】
　前記線状滑り止め部は一部分の部位の幅が一致しないことを特徴とする請求項１に記載
の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１５】
　前記線状滑り止め部の前記中央部位は複数の穿孔を有し、前記布層の前記第一表面は一
部分が前記線状滑り止め部の複数の前記穿孔に露出することを特徴とする請求項１に記載
の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１６】
　前記線状滑り止め部は熱変色性を持つ物質を含有することで、温度変化に伴って変色す
ることを特徴とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動用マットに関し、詳しくは連続的な線状滑り止めを有する運動用マット
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の運動用マットにおいて、特許文献１により掲示された両面使用可能な滑り止め付
マットは布層の両面に滑り止め層が配置してあり、布層の表面の一部分が滑り止め層に露
出するものであるため、汗に接触しても汗に接触しなくても滑り止め層および布層の露出
した部分によって滑り止め効果（ドライ・ウェット式滑り止め効果）を発揮できることが
特徴である。
　詳しく言えば、皮膚（例えば掌など）に汗が出た場合には滑り止め層が滑っても布質の
表面によって滑り止め効果を発揮できる。皮膚に汗が出てない場合には布質の表面が滑っ
ても滑り止め層によって滑り止め効果を発揮できる。つまり、上述したとおり特許文献１
はドライ・ウェット式滑り止め効果を発揮できる。
【０００３】
　特許文献２は布質の一面または両面に複数の断続的な滑り止め部を有することによって
ドライ・ウェット式滑り止め効果を発揮することが特徴である。しかしながら、布質の表
面に複数の断続的な滑り止め部が分布すれば、表面が平坦にならず、肌触りがあまりよく
ない。一方、滑り止め部が断続すれば布質を露出させる比率が比較的高いため、皮膚に汗
が出てない場合、滑り止め効果があまりよくない。
【０００４】
　上述した二つの運動用マットを使用する際、弾性マットを下に敷く必要がある。体また
は手脚で滑り止め部を押せば、弾性マットは滑り止め部の突起を吸収し、運動用マットの
突起をユーザーに感じさせないことができる。しかしながら、弾性マットを使わず硬質の
表面または床に上述した運動用マットを直接に敷く際、ユーザーは運動用マットに突起が
あることに気が付き、不快に感じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】台湾公開２０１４４２６７６号公報
【特許文献２】米国ＵＳ２００５／０００３１７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、肌触りを快適に保つことができる連続的な線状滑り止め部を有する運動用マ
ットを提供することを主な目的とする。
【０００７】
　本発明は、線状滑り止め部の表面に高低を設け、線状滑り止めの表面積を増加させ、構
造を立体化することによって滑り止め効果を向上させることができる連続的な線状滑り止
め部を有する運動用マットを提供することをもう一つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するため、連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットは、布層
、線状滑り止め部および弾性緩衝層を備える。布層は第一表面および第二表面からなる。
線状滑り止め部は幅が一定であり、所定のパターンを呈するように布層の第一表面に配置
され、かつ布層の第一表面の一部分を露出させるように布層の第一表面に被さるため、布
層の第一表面は少なく一部分が線状滑り止め部に遮蔽されず、露出する露出部になる。弾
性緩衝層は布層の第二表面に被さる。線状滑り止め部は連続的であり、表面に両側部位が
中央部位より高いか、表面に両側部位が中央部位より低い。布層は第一表面に複数のエリ
アを有する。複数のエリアに位置する掌の指部分以外の部位の面積は布層の第一表面の少
なくとも一つの露出部および線状滑り止め部の一部分に含まれる。
【０００９】
　上述したとおり、本発明は、線状滑り止め部を連続させることによって肌触りを快適に
保ち、線状滑り止め部の表面に高低を設けることによって線状滑り止め部の表面積を増加
させ、構造を立体化し、滑り止め効果を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットを示
す平面図である。
【図２】本発明の第１実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットを示
す分解斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットの線
状滑り止め部を示す断面図の一部分である。
【図４】本発明の第１実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットの使
用状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の第２実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットを示
す分解斜視図である。
【図６】本発明の第２実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットの線
状滑り止め部を示す断面図の一部分である。
【図７】本発明の第３実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットを示
す平面図である。
【図８】本発明の第３実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動用マットの線
状滑り止め部を示す断面図の一部分である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明による連続的な線状滑り止めを有する運動用マットを図面に基づいて説明
する。
【００１２】
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（第１実施形態）
　図１から図３に示すように、第１実施形態による連続的な線状滑り止め部を有する運動
用マット１０は、布層１１、線状滑り止め部１３および弾性緩衝層１５から構成される。
【００１３】
　布層１１は、第一表面１１１および第二表面１１２からなる。
【００１４】
　線状滑り止め部１２は、幅が一定であり、所定のパターンを呈するように布層１１の第
一表面１１１に配置され、かつ布層１１の第一表面１１１の一部分を露出させるように布
層１１の第一表面１１１に被さるため、布層１１の第一表面１１１は少なくとも一部分が
線状滑り止め部１３に遮蔽されず、露出する露出部１７になる。第１実施形態において、
線状滑り止め部１３はシリコーンゴムから製作される。
【００１５】
　弾性緩衝層１５は、布層１１の第二表面１１２に被さることで弾力および緩衝効果を発
揮する。弾性緩衝層１５の材料は熱硬化性プラスチックおよび熱可塑性プラスチックのい
ずれか一つである。
　熱硬化性プラスチックはポリウレタン、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステルおよびフェ
ノール樹脂などのいずれか一つである。熱可塑性プラスチックは複合材料からなる。複合
材料は軟質樹脂および硬質樹脂の混合によって生成される。軟質樹脂の材料は天然ゴム、
エチレンプロピレンゴム、ブチルゴム、ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリイソブチ
レンおよびポリエチルブチレンなどの少なくとも一つである。硬質樹脂の材料はポリエチ
レン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエステルおよびポリアミドな
どの少なくとも一つである。
【００１６】
　線状滑り止め部１３は連続的であり、表面の両側部位が中央部位より高いか、両側部位
が中央部位より低い。第１実施形態において、線状滑り止め部１３は両側に位置する高い
部位１３１と、比較的低い中央部位１３２とを有する。
　線状滑り止め部１３の中央部位１３２は厚さが１ｍｍ以下である。厚さが大きければ線
状滑り止め部１３が突出し過ぎ、厚さが小さければ構造強度が足りないという問題がある
。線状滑り止め部１３の突起はユーザーに不快に感じさせないために、線状滑り止め部１
３の中央部位１３２の厚さを適切にすることが必要である。線状滑り止め部１３の中央部
位１３２の厚さが０．２から０．３ｍｍであれば最も好ましい。一方、線状滑り止め部１
３は相互に交差して複数の交差点を形成すると同時に複数の露出部１７が生成される。線
状滑り止め部１３は相互に交差する位置以外の部位の厚さが一致する。
【００１７】
　布層１１は第一表面１１１に複数のエリアＡを有する。複数のエリアＡに位置する掌の
指部分以外の部位の面積は布層１１の第一表面１１１の少なくとも一つの露出部１７およ
び線状滑り止め部１３の一部分に含まれる。
【００１８】
　以上は第１実施形態の構造についての説明である。続いて第１実施形態の使用状態につ
いて説明する。
【００１９】
　図１から図４に示すように、連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット１０を床に
敷いて使用する際、弾性緩衝層１５を床に接触させれば連続的な線状滑り止め部を有する
運動用マット１０の上でヨガなどの運動をすることができる。
　運動中のユーザーは掌または足の裏で布層１１の第一表面１１１を押す。エリアＡはユ
ーザーの掌または足の裏に接触する部位に分布する。エリアＡに位置する掌の指部分以外
の部位の面積は布層１１の第一表面１１１の複数の露出部１７および線状滑り止め部１３
の一部分に含まれる。上述したとおり、本発明は線状滑り止め部１３の配置方式によって
ドライ・ウェット式滑り止め効果を生じるため、ユーザーは掌または足の裏が滑ることを
心配する必要なく、連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット１０の上で安全に運動
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することができる。
　また、線状滑り止め部１３は表面に両側に位置する高い部位１３１と、比較的低い中央
部位１３２とを有するため、線状滑り止め部１３の表面積を増加させ、構造を立体化する
、即ち、皮膚に接触する面積を増加させ、滑り止め効果を向上させることができる。一方
、ユーザーが線状滑り止め部１３を押す際、線状滑り止め部１３は弾性効果を有する弾性
緩衝層１５に凹むため、ユーザーに突起を感じさせないことができる、即ち不快感を緩和
することができる。
【００２０】
　線状滑り止め部１３は連続的であるため、ユーザーは複数の断続的突起部を押して不快
に感じることがない。従って従来の技術と比べて本発明は肌触りがよい。
【００２１】
（第２実施形態）
　図５および図６に示したのは本考案の第２実施形態による連続的な線状滑り止め部を有
する運動用マット２０である。第１実施形態との違いは次のとおりである。
【００２２】
　第２実施形態において、弾性緩衝層２５は複数の穿孔２５３を有し、布層２１の第二表
面２１２の一部分を複数の穿孔２５３に露出させることによって布層１１の排水性および
通気性を向上させることができる。
【００２３】
　線状滑り止め部２３の中央部位２３２は表面に複数の凹状模様２３４を有し、横断面に
起伏がある。線状滑り止め部２３の中央部位２３２は複数の穿孔２３３を有し、布層２１
の第一表面２１１の一部分を複数の穿孔２３３に露出させる。線状滑り止め部２３は一部
分の部位の幅が一致しない。線状滑り止め部２３は熱変色性を持つ物質（図中未表示）を
含有する。熱変色性を持つ物質は周知のものであり、線状滑り止め部２３に分布する状態
を図面に表現することが難しいため、図面には表示されない。
　上述したとおり、ユーザーが線状滑り止め部を有する運動用マット２０に接触する際、
線状滑り止め部２３は人体の体温によって温度が変わると同時に変色するため、視覚効果
が増加する。一方、本実施形態は線状滑り止め部２３に異なる物質を添加することによっ
て異なる効果を生じることができる。例えば蛍光物質を添加すれば蛍光発光の効果を生じ
ることができる。香料を添加すればユーザーにいい香りを嗅がせることができる。金属、
鉱石、ココナッツ殻炭および備長炭などの抗菌消臭物質を添加すれば長時間使っても悪臭
およびカビが出にくい。
　本実施形態は線状滑り止め部２３の下方にセンサー（図中未表示）を増設し、センサー
と外部の電子装置（図中未表示）とを接続することができる。センサーはユーザーの運動
状態を観察するものである。電子装置は運動状態を記録するか、運動状態に応じて音や光
を放つものである。
【００２４】
　布層２１の第一表面２１１において、複数のエリアＡ以外の部位に位置する掌の指部分
以外の部位の面積は布層２１の第一表面２１１の少なくとも一つの露出部２７および線状
滑り止め部２３の一部分に含まれる。つまり、布層１１の第一表面２１１の任意の部位に
位置する掌の指部分以外の部位の面積は布層２１の第一表面２１１の少なくとも一つの露
出部２７および線状滑り止め部２３の一部分に含まれる。上述したとおり、布層２１の第
一表面２１１は任意の部位でユーザーにドライ・ウェット式滑り止め効果を生じることが
できる。
【００２５】
　第２実施形態において、線状滑り止め部２３は表面に凹状模様２３４および複数の穿孔
２３３を有することによって排水性を向上させ、表面積を増加させるため、滑り止め効果
を強化することができる。線状滑り止め部２３の幅が一致しないため、構成パターンが多
様化する。
【００２６】
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　第２実施形態のほかの構造および達成できる効果は第１実施形態と同じであるため、詳
しい説明を省略する。
【００２７】
（第３実施形態）
　図７および図８に示したのは本考案の第３実施形態による連続的な線状滑り止め部を有
する運動用マット３０である。第１実施形態との違いは次のとおりである。
【００２８】
　線状滑り止め部３３は第１実施形態と異なり、中央部位３３２が両側より高い。線状滑
り止め部３３は相互に交差しない線状を呈する。
【００２９】
　第３実施形態において、露出部３７の数は一つである。線状滑り止め部３３は中央部位
３３２が両側より高い構造であるため、表面積および立体効果が増加する。
【００３０】
　第３実施形態のほかの構造および達成できる効果は第１実施形態と同じであるため、詳
しい説明を省略する。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット　
　１１　布層　
　１１１　第一表面　
　１１２　第二表面　
　１３　線状滑り止め部　
　１３１　高い部位　
　１３２　中央部位　
　１５　弾性緩衝層　
　１７　露出部　
　２０　連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット　
　２１　布層　
　２１１　第一表面　
　２１２　第二表面　
　２３　線状滑り止め部　
　２３２　中央部位　
　２３３　穿孔　
　２３４　凹状模様　
　２５　弾性緩衝層　
　２５３　穿孔　
　２７　露出部　
　３０　連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット　
　３３　線状滑り止め部　
　３３２　中央部位　
　３７　露出部　
　Ａ　エリア
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月7日(2019.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　布層、単一の線状滑り止め部および弾性緩衝層を備え、
　前記布層は、第一表面および第二表面からなり、
　前記線状滑り止め部は、幅が一定であり、所定のパターンを呈するように前記布層の前
記第一表面に配置され、かつ前記布層の前記第一表面の一部分を露出させるように前記布
層の前記第一表面に接着されて被さることで、前記布層の前記第一表面の少なくとも一部
分が前記線状滑り止め部に遮蔽されず、露出する露出部になり、
　前記弾性緩衝層は、前記布層の前記第二表面に接着されて被さり、
　前記線状滑り止め部は連続的であり、両側部位と前記両側部位の間に中央部位を有し、
前記両側部位が前記中央部位より高いか、前記両側部位が前記中央部位より低く、
　前記布層は前記第一表面に複数のエリアを有し、少なくとも一つの前記露出部および前
記線状滑り止め部の一部分が、各前記エリアの、掌の指部分以外の部位の表面積にほぼ等
しい表面積内に存在することを特徴とする、
　連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項２】
　前記弾性緩衝層の材料は熱硬化性プラスチックおよび熱可塑性プラスチックのいずれか
一つであることを特徴とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マ
ット。
【請求項３】
　前記熱硬化性プラスチックはポリウレタン、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステルおよび
フェノール樹脂などのいずれか一つであることを特徴とする請求項２に記載の連続的な線
状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項４】
　前記熱可塑性プラスチックは複合材料からなり、前記複合材料は軟質樹脂および硬質樹
脂の混合によって生成され、前記軟質樹脂の材料は天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、
ブチルゴム、ポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリイソブチレンおよびポリエチルブチ
レンなどの少なくとも一つであり、前記硬質樹脂の材料はポリエチレン、ポリスチレン、
ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエステルおよびポリアミドなどの少なくとも一つで
あることを特徴とする請求項２に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項５】
　前記弾性緩衝層は複数の穿孔を有し、前記布層の前記第二表面は一部分が前記弾性緩衝
層の複数の前記穿孔に露出することを特徴とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め
部を有する運動用マット。
【請求項６】
　前記線状滑り止め部の前記中央部位は表面の横断面に起伏があることを特徴とする請求
項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項７】
　前記線状滑り止め部の前記中央部位は複数の凹状模様を有することを特徴とする請求項
１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項８】
　前記線状滑り止め部の表面において前記中央部位は厚さが１ｍｍ以下であることを特徴
とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
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【請求項９】
　複数の前記エリア以外の前記布層の前記第一表面において、少なくとも一つの前記露出
部および前記線状滑り止め部の一部分が、掌の指部分以外の部位の表面積にほぼ等しい表
面積に存在することを特徴とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動
用マット。
【請求項１０】
　前記線状滑り止め部は主な成分がシリコーンゴムであることを特徴とする請求項１に記
載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１１】
　前記線状滑り止め部は相互に交差しない線状を呈することを特徴とする請求項１に記載
の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１２】
　前記線状滑り止め部は相互に交差して複数の交差点を形成することを特徴とする請求項
１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１３】
　前記線状滑り止め部はすべての部位の幅が一致することを特徴とする請求項１に記載の
連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１４】
　前記線状滑り止め部は一部分の部位の幅が一致しないことを特徴とする請求項１に記載
の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１５】
　前記線状滑り止め部の前記中央部位は複数の穿孔を有し、前記布層の前記第一表面は一
部分が前記線状滑り止め部の複数の前記穿孔に露出することを特徴とする請求項１に記載
の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
【請求項１６】
　前記線状滑り止め部は熱変色性を持つ物質を含有することで、温度変化に伴って変色す
ることを特徴とする請求項１に記載の連続的な線状滑り止め部を有する運動用マット。
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